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第１　計画の対象とする森林の区域 

（単位 面積：ha）

107,166.46 107,509.79 △ 343.33

14,769.15 15,198.97 △ 429.82

5,558.60 5,568.26 △ 9.66

5,184.26 5,184.82 △ 0.56

8,732.92 8,786.48 △ 53.56

712.27 711.55 0.72

3,740.95 3,739.07 1.88

1,897.64 1,897.69 △ 0.05

12,414.26 12,412.48 1.78

16,754.10 16,769.49 △ 15.39

69,764.15 70,268.81 △ 504.66

25,479.96 25,313.72 166.24

219.23 219.23 -

2,663.01 2,662.38 0.63

34.46 34.46 -

1,249.07 1,249.07 -

1,010.18 1,013.62 △ 3.44

1,952.81 1,953.23 △ 0.42

2,518.20 2,519.11 △ 0.91

181.21 181.21 -

2,094.18 2,094.95 △ 0.77

37,402.31 37,240.98 161.33

＊ 森林計画図：5,000分の１の地形図に、森林所有者、樹種、林齢ごとの区画線を入れた図面。

Ⅲ　計 画 事 項

　計画の対象とする森林は、森林計画図＊において表示する区域内の民有林とし、市町村
別の面積は次のとおりである。
　なお、この区域内の森林は、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の２第１項に基づく
開発行為の許可(保安林及び保安施設地区の区域内の森林並びに海岸法(昭和31年法律第
101号)第３条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)、森林法第10条の
７の２第１項の森林の土地の所有者となった旨の届出及び森林法第10条の８第１項に基づ
く伐採及び伐採後の造林の届出等(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の対
象となる。

区　　分 森林面積 前計画第四次変更の面積

蔵 王 町

比較増減

大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
管
内 川 崎 町

七 ヶ 宿 町

角 田 市

山 元 町

柴 田 町

岩 沼 市

多 賀 城 市

白 石 市

計 画 区  総 数

仙
台
地
方
振
興
事
務
所
管
内

仙 台 市

塩 竈 市

名 取 市

大 河 原 町

村 田 町

亘 理 町

七 ヶ 浜 町

利 府 町

計

（注）　森林計画図は、宮城県林業振興課ホームページにて公開しているほか、宮城県林業振興課
 　　 及び大河原・仙台の各地方振興事務所に配備している。

丸 森 町

計

松 島 町
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第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く）

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針

立木の伐採（主伐）の標準的な方法は、森林の有する多面的な機能の維持増進を図るために、

立地条件、既往の施業体系、樹種の特性、木材需要構造、森林の構成等を勘案しながら、立木の

伐採（主伐）を行う際の規範として市町村森林整備計画において定められるが、この際、森林の

生物多様性の保全、伐採跡地の連続性の回避、伐採後の適確な更新の確保、保護樹帯の設置等に

ついて、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月16日付け２林整整第1157号林野庁長

官通知）を踏まえた方法とする。人工林の主伐については、樹種ごとの生産目標に対応する直径

（胸高直径）に達した時期に行うものとし、特に花粉の発生源となるスギ等人工林については、

伐採・植替えの促進に努める。また、スギ（中仕立）の主伐時期の目安は下表のとおりとする。

なお、天然林の伐採は、天然更新が確実な林分又は人工造林によって森林生産力の増大が相当

程度期待される森林について実施する。

主伐時期の目安

樹 種 生 産 目 標 胸 高 直 径 (㎝) 主伐時期の目安 (年)

一 般 小 径 材 ２３ ３５

ス ギ 一 般 中 径 材 ２８ ５０

大 径 材 ３４ ７０

(2) 立木の標準伐期齢に関する指針

標準伐期齢は、主要樹種ごとに平均成長量＊が最大となる林齢を基準として市町村森林整備計画

において定められるものであるが、本計画区における指針は下表のとおりである。

なお、標準伐期齢は、その林齢に達した森林の伐採を義務づけるものではない。

標準伐期齢の指針 （単位：年）

樹 種

アカマツ そ の 他 そ の 他
ス ギ ヒ ノ キ カラマツ ク ヌ ギ

クロマツ 針 葉 樹 広 葉 樹

３５ ４０ ３５ ３０ ４０ １０ ２０

(3) その他必要な事項

伐採に当たっては、林地の保全や景観の保全及び気象害の防止のほか、原生的な森林生態系や

希少な生物の保全に配慮して伐採跡地の連続を回避するとともに、必要に応じて保護樹帯を設置

し、適確な更新を確保する。

＊ 平均成長量：ある林齢において、その年まで成長した量の合計を林齢で割った数値
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２ 造林に関する事項

(1) 人工造林に関する指針

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要

性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわた

り育成単層林として維持する森林において行うこととし、次のような指針のもとに、市町村森林

整備計画において規範を定めることとする。

イ 人工造林の対象樹種に関する指針

人工造林の対象樹種は、適地適木に配慮しながら自然条件や造林種苗の需給動向及び木材の

利用状況等を勘案して選定するものであり、選択の規範は市町村森林整備計画において定めら

れるが、人工造林の対象樹種を定めるに当たっては、地域の自然条件とそれぞれの樹種の特質、

既往の施業体系、施業技術の動向等を勘案し、健全な森林の成立が見込まれる樹種を定めると

ともに、多様な森林の整備及び保全を図る観点から、そのような考え方に当てはまる範囲内で、

広葉樹等の郷土樹種を含め幅広い樹種の選定が行われるよう留意するものとする。

なお、標準的な樹種を例示すれば、スギ、ヒノキ、アカマツ、クヌギ、ミズキ及びケヤキ等

を主体とする。また、苗木を選定する際は、成長に優れた苗木や花粉発生源対策の加速化に資

する花粉の少ない苗木の導入に努める。

ロ 人工造林の標準的な方法に関する指針

森林の確実な更新を図るための造林の標準的な方法については、造林を行う際の規範として

市町村森林整備計画において定められるが、この場合、地域の自然条件とそれぞれの樹種の特

質、既往の施業体系、施業技術の動向等を勘案し、健全な森林の成立が見込まれる範囲の本数

を定めるものとするほか、多様な森林の整備及び保全を図る観点から、そのような範囲内にお

いて多様な施業体系や生産目標を想定した幅広い植栽本数の定めが行われるよう留意するとと

もに、コンテナ苗の活用や伐採から再造林までの一貫作業システム、低密度植栽の導入による、

造林の低コスト化に努めるものとする。

なお、主な項目の基準は次のとおりである。

(ｲ) 植栽本数

植栽本数は、主要樹種について既往の植栽本数を勘案して生産目標別に下表を基準とする。

植栽本数の基準

樹 種 生 産 目 標 １ヘクタール当た 備 考
りの植栽本数

ス ギ 一 般 材 ３,０００ 本 低コスト造林のため、活着率の高い植
栽法又は初期成長が期待できる植栽法
（コンテナ苗，大苗等）による場合は、

ヒ ノ キ 一 般 材 ３,０００ 本 １ヘクタール当たり1,000本～2,000本と
することも可とする。ただし、地形・地
質や土壌条件、地域の気象条件等を十分

アカマツ 一 般 材 ４,０００ 本 勘案し、成林が見込まれる場合にのみ実
施するものとする。
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ハ 伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針

天然更新をすべき期間は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して、５年

を経過する日までとする。更新状況について天然更新完了基準に基づく調査を行い、更新が完

了していない場合は、植栽又は追加的な更新補助作業を実施し、確実な更新を図るものとする。

(3) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針

天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実、当該森林及び近隣の森林における主伐箇所の

天然更新の状況等を鑑みて、確実な天然更新が期待されない森林については、植栽によらなけれ

ば適確な更新が困難な森林として市町村森林整備計画において個々にその森林を特定するととも

に「天然更新完了基準書作成の手引きについて」（平成24年３月30日付け23林整計第365号林野

庁森林整備部計画課長通知）に示す設定例を基本に、基準を定める。

(4) その他必要な事項

主に木材等生産機能を発揮させる森林においては、持続的・安定的な木材等生産を図るため、

伐採後は人工造林又は天然更新により、ほぼ一定の材積を確保するよう留意するものとする。
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(2) 保育の標準的な方法に関する指針

保育の標準的な方法は、森林の保育作業を行う際の規範として市町村森林整備計画において定

められるが、立木の成長の促進及び林分の健全化を図るために実施する標準的な保育（下刈り、

除伐＊・つる切り、枝打ち）の時期、回数、作業方法は下表のとおりである。

下刈りの標準的な実施年齢

実 施 年 齢
樹 種 備 考

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15

ス ギ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○：１回刈り

ヒ ノ キ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎：２回刈り

アカマツ ○ ◎ ○ ○ ○

※作業の省力化・効率化に留意し、必要に応じて回数の削減を検討する。

除伐・つる切りの標準的な実施年齢

実 施 年 齢
樹 種 備 考

６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ス ギ ○ ○

ヒ ノ キ ○ ○

アカマツ ○ ○

枝打ちの標準的な実施年齢

実 施 年 齢
樹 種 備 考

６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ス ギ ○ ○ ○

ヒ ノ キ ○ ○ ○ ○

(3) その他必要な事項

主に木材等生産機能を発揮させる森林においては、効率的な間伐を実施するため、施業箇所の

集約化を図り、高性能林業機械等を活用した作業システムの導入を推進するものとする。

＊ 除伐：下刈りが完了した後で侵入してきた目的外の樹木や成長の見込みのない造林木を伐り抜くこと。
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４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

森林の有する機能の充実と機能間の調整を図り、多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、

森林に、公益的機能別施業森林と木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森

林の区域を設けることとする。

(1) 公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域における施業の方法に関する指針

イ 区域の設定の基準

公益的機能別施業森林等の区域は市町村森林整備計画において設定されるが、区域の設定に

当たっては、保安林などの法令に基づき森林施業に制限を受ける森林の所在、森林の立地条件、

森林の機能の評価区分（「森林の機能別調査実施要領の制定について」（昭和52年１月18日付

け52林野計第532号林野庁長官通知）に基づく評価区分をいう）及び本書Ⅲ第２の１の森林の

整備及び保全に関する基本的な事項を参考にし、森林の構成・森林の有する機能・林道の整備

状況・社会的要請等を勘案し、設定することとする。

なお、公益的機能別施業森林の標準的な区分は次のとおりであり、それぞれの機能の発揮に

支障がないように区域を重複させることも可能である。

(ｲ) 面的な広がりにより発揮される機能（水源涵養機能）を重視したもの
かん

水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
かん

(ﾛ) 属地的に発揮される機能（山地災害防止機能、土壌保全機能、快適環境形成機能、保健

・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能）を重視したもの

ａ 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林（山地災害防止機能、土壌保全機能を重視したもの。）

ｂ 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（快適環

境形成機能を重視したもの。）

ｃ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（保健・レクリエー

ション機能、文化機能、生物多様性保全機能を重視したもの。）

ロ 施業の方法に関する指針

(ｲ) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
かん

下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、主伐の間隔の拡大、伐採に伴って発

生する裸地の縮小及び分散を図ることとする。

(ﾛ) 土地に関する災害の防止機能及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林、快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき

森林、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

特に森林の機能の発揮を図ろうとする場合は択伐による複層林施業を行うこととする。

そのほかは択伐以外の方法による複層林施業を行うこととするが、適切な伐区の形状・配

置等により公益的機能の確保ができる場合には、長伐期施業（標準伐期齢のおおむね２倍

以上に相当する林齢を超える林齢を伐期とする。）を行うことも可能であり、その際は伐

採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとする。

なお、保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林において、森林の位

置及び構成、地域住民の意向等からみて、風致の優れた森林の維持又は造成が必要な場合

は、特定の樹種の広葉樹を育成することができる。
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(5) 林産物の搬出方法等

イ 林産物の搬出方法

林産物の搬出については、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年３

月16日付け２林整整第1157号林野庁長官通知）を踏まえ、森林の更新及び森林の土地の保全へ

の影響を極力抑えつつ、効率性を確保するよう、傾斜等の地形、地質、土壌等の条件に応じた

適切な方法により行う。

ロ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

イを踏まえ、制限林以外の森林であって、地形、地質、土壌等の関係から判断して搬出方法

を特定しなければ土砂の流出又は崩壊を引き起こすおそれがあり、森林の更新に支障を生ずる

と認められる森林は、本計画区においては該当ない。

＊１ 林道：森林の内外に通じ、森林の管理及び林産物の搬出等のために作られた自動車道で、林道規程により設計・
施工され、林道台帳により管理されている。

＊２ 林業専用道：林道を補完し、森林作業道と組み合わせて森林施業等に供する自動車道で、10tトラック等に対応し
た規格・構造となっており、台帳により管理されている。

＊３ 森林作業道：森林の中で、林産物の搬出及び資材の運搬等のために作られた簡易な自動車道。地形に沿って繰り
返しの使用に耐える丈夫な構造となっている。

＊４ 路網：効率的な森林施業を行うため、林道を中心に網の目状に配置された複数の自動車道。
＊５ 基幹路網：林道、林業専用道、林内公道による路網。
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６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他
森林施業の合理化に関する事項

森林の整備及び保全を着実に推進するため、森林・林業・木材産業関係者及び関係機関の合意形

成を図り、施業の受委託、林業事業体の体質強化及び高性能林業機械の積極的導入を図るとともに、

作業路網の整備、木材加工・流通の合理化等の条件整備を総合的に推進するよう努める。

(1) 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大及び森林施業の共同化に関する方針

イ 施業集約化の推進

森林所有者との信頼関係を構築しつつ、施業内容やコストを明示する提案型の施業の普及及

び定着を進め、施業集約化を推進する。

ロ 森林の施業又は経営の委託の促進

施業の集約化に取り組む者に対する長期の施業の受委託などに必要な情報の提供及び公開並

びに助言、あっせんや地域協議会の開催による合意形成等により、意欲ある森林所有者・森林

組合・林業事業体への長期の施業又は経営の委託を促進する。

その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、林地台帳の森林所有者情報の精度向上を図

るとともに、その情報提供を促進する。あわせて、航空レーザ測量等により森林資源情報の整

備を促進し、面的な集約化を図る。

ハ 森林施業の共同化の促進

市町村及び森林組合等による啓発活動の促進等を通じて、森林施業を共同して行うための森

林所有者間の合意形成に努めるとともに、市町村森林整備計画に即した施業実施協定の締結等

を推進する。

(2) 森林経営管理制度の活用の促進に関する方針

森林の経営管理を森林所有者自らが実行できない場合には、森林所有者から市町村が経営管理

の委託を受け、林業経営に適した森林については県が公表する意欲と能力のある林業経営体に再

委託するとともに、再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林については市町村が自

ら経営管理を実施する森林経営管理制度の活用を推進する。

森林経営管理制度の円滑な推進を図るため、「宮城県森林経営管理制度推進方針」を定め、市

町村支援及び意欲と能力のある林業経営者の育成等を実施することとする。

(3) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針

イ 林業事業体の体質強化

長期にわたり持続的な経営を実現できる林業経営体及び林業事業体の育成に向けて、ICTを

活用した生産管理手法の導入や事業量の安定的確保、生産性の向上など事業の合理化などによ

る経営基盤や経営力の強化等を一体的かつ総合的に推進する。

ロ 林業就業者の養成・確保

林業就業者の通年雇用化や社会保険の加入促進、技能等の客観的評価の促進等を図るととも

に、社会保険等への加入促進など就労条件の改善、労働安全衛生の確保等に努める。

また、林業就業者に対して段階的・体系的研修により「キャリア形成支援」を行い、間伐や

道づくりを効率的に行える現場技能者としての育成に努める｡

一方、新規就業の円滑化を図るため、就業希望者等を対象とした技能・技術研修等を実施す

るなど、「林業労働力確保支援センター＊１」を中心として林業関係団体等が密接に連携し、林

業への就業の促進を図る。

あわせて、地域の実情に応じた林業への新規参入・起業など林業従事者の裾野の拡大、女性

等の活躍・定着、外国人材の適切な受入れ等に取り組む。

＊１ 林業労働力確保支援センター：林業への就業希望者の相談、林業従事者の技能研修の実施など、林業労働力の確
保・育成の事業を実施する団体
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ハ 林業後継者の育成

農林家の後継者等が林業への関心を持ち、林業に就業する環境を整備するとともに、林業研究

グループ
＊１

等若手林業後継者の活動を育成・支援し、林業後継者を育成する。

(4) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針

素材生産性の向上、労働安全性の向上及び労働強度の軽減を図るため、高性能林業機械の導入を推
進する。導入に当たっては、伐採搬出作業等を主体とする森林施業を効果的かつ効率的に実施するた
め、高性能林業機械を活用した効果的な作業システムの整備、普及及び定着を推進するとともに、現
地の作業条件に応じた作業システムを効率的に展開できる機械作業オペレーターの養成及び機械の共
同利用化等を推進する。この場合、より効率的な作業が展開できるような路網体系の整備を同時に推
進するものとする。

地形等の特性に応じた標準的な機械作業システム

○ 急傾斜地タイプ ◇タワーヤーダ

元柱を具備した集材車
伐 倒 全木集材 枝払い・玉切り

◇スイングヤーダ

旋回可能ブームを装備
チェーンソー タワーヤーダ プ ロ セ ッ サ

する簡易索張集材車両
(スイングヤーダ)

◇プロセッサ

枝払い・玉切りする
○ 緩傾斜地タイプ

自走式機械

伐 倒 枝払い・玉切り 搬 出 ◇ハーベスタ

伐倒・枝払い・玉切

チェーンソー プ ロ セ ッ サ フ ォ ワ ー ダ りする自走式機械

◇フォワーダ

伐倒・枝払い・玉切り 搬 出 積載式集材用車両

ハ ー ベ ス タ フ ォ ワ ー ダ

(5) 林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針

イ 木材の流通・加工体制の整備

森林組合・素材生産業者等の事業体が、流域を単位として計画的な木材生産を推進し、共同出
材等により出材ロットの拡大を図るとともに、地域における熱利用及び熱電供給等に向けた関係者
等の連携体制の構築など、合板工場をはじめとした大口需要者に対する木材の安定供給体制の整備
に努める。

また、国内市場で最初に木材の譲受け等をする木材関連事業者の取扱う全ての木材が合法性確認
木材となるよう、令和５年に改正された合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成
28年法律第48号）に基づき、木材関連事業者による合法性の確認等の実施及び合法性確認木材等の
取扱数量の増加等の取組を着実に進める。

木材の加工については、生産方式の合理化による低コスト化や高付加価値化を推進するともに、
事業の共同化、銘柄化の体制の整備に努める。

ロ 生産・流通・加工を通じた関係者の合意形成

民有林及び国有林、また、川上から川下まで一体となって合理的な木材の生産流通システムの確
立等を図るため、「流域森林・林業活性化センター＊２」が中心となり、地域材の産地化形成の推進
などについて地域の関係者の合意形成に努める｡

(6) その他必要な事項

森林の多面的機能の発揮に重要な役割を果たしている山村の振興の観点から、林業及び木材産業
の就業機会の創出や生活環境の整備等により、山村地域における定住促進を図るとともに、レクリ
エーションや環境教育の場としての森林空間の総合的な利用を推進し、都市と山村の交流促進を図
ることとする。また、自伐林家や地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体による森林資源の利活用等を推
進する。

＊１ 林業研究グループ：林業の経営改善や技術の向上のため、地域の林業後継者が中心となって結成された研究グループ

＊２ 流域森林・林業活性化センター：林業・木材産業の振興を図るため、流域を基本単位として、関係者の合意形成の場として県、市町村・

林業団体、木材関連団体などで組織された任意団体。宮城県では、令和７年度に宮城南部と宮城北部の

センターが統合され、「宮城森林・林業活性化センター」が存在する。
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３ 鳥獣害の防止に関する事項
伐採後の適確な更新及び造林木の着実な育成を確保し、森林の有する公益的機能の維持を図るた

め、鳥獣害がある森林又は鳥獣害発生のおそれがある森林に、鳥獣害を防止するための措置を実施

すべき森林の区域を設けるとともに、区域内における鳥獣害防止対策を推進するものとする。

(1) 鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法に関する方針

イ 区域の設定の基準

鳥獣害防止森林区域については、ニホンジカを対象鳥獣とし、市町村森林整備計画において

設定されるが、区域の設定に当たっては、「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準につい

て」（平成28年10月20日付け28林整研第180号林野庁長官通知）に基づき、「森林生態系多様

性基礎調査」の結果を基本とし、「宮城県ニホンジカ管理計画」、研究論文等の文献、市町村

における森林被害又は生息状況に関する情報等を勘案し、設定することとする。

ロ 鳥獣害の防止に関する方針

鳥獣害防止森林区域における森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、ニホン

ジカによる森林被害や生息状況等の地域の実情に応じて、防護柵の設置や森林モニタリングの

実施等の植栽木の保護措置又は銃器やわなを用いた捕獲等による鳥獣害の防止の方法を選定し、

適切な鳥獣害防止対策を推進するものとする。

その際、関係行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護管理施策や農業被害

対策等との連携・調整を図るものとする。

(2) その他必要な事項

鳥獣害の防止の方法の実施状況を確認する方法については、必要に応じて植栽木の保護措置の

実施箇所への調査・巡回、各種会議での情報交換、区域内で森林施業を行う林業事業体や森林所

有者等からの情報収集等に努めるものとする。

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項
森林の保護等については、適切な間伐の実施、保護樹帯の設置、広葉樹林や針広混交林造成等に

より病虫害、鳥獣害、寒風害、山火事等の森林被害に対する抵抗性の高い森林の整備を図るととも

に、日常の管理を通じて森林の保護等の充実に努めることとする。

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針

松くい虫被害については、感染源の早期駆除や樹種転換を進めるなど、被害まん延防止策の徹

底を図ることとし、地域による防除の重点化や被害程度に応じた対策を推進する。

また、ナラ枯れ被害対策については、監視体制の強化や被害木の早期駆除を進めるなど、被害

の拡大防止に努める。

(2) 鳥獣害対策の方針（３に掲げる事項を除く。）

ニホンジカ以外の鳥獣による森林被害や鳥獣害防止森林区域以外におけるニホンジカによる森

林被害については、鳥獣保護管理施策や鳥獣被害対策等と連携を図りつつ、森林被害のモニタリ

ングや被害対策等の取組を進めるとともに、野生鳥獣との共存にも配慮した森林の整備及び保全

を図ることとする。

(3) 林野火災の予防の方針

山火事等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、山火事パトロール

等を適時適切に実施するとともに、防火線及び防火樹帯等の整備、標識等の設置及び地域住民へ

の普及啓発を図る。

森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合においては、市町村森林整備計画に定める

留意事項等に従うものとする。
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第５ 保健機能森林の基準その他保健機能森林の整備に関する事項

森林の保健機能の増進を図るため、「森林の保健機能の増進に関する特別措置法」第５条に規

定する保健機能森林の区域等は、次の基準により「市町村森林整備計画」において定める。

１ 保健機能森林の区域の基準
保健機能森林の区域は、湖沼、渓谷等と一体となって優れた自然美を構成している森林等

保健機能の高い森林のうち、森林レクリエーションの場として活用され、今後、森林保健施

設整備が行われる見込みのある森林について定める。

２ その他保健機能森林の整備に関する事項
(1) 保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針

保健機能の一層の増進を図るとともに、施設の設置に伴う森林の有する水源涵養、山地
かん

災害防止等の機能の低下を防止するため、広葉樹の植栽や複層林施業を積極的に実施する。

また、利用者が快適に散策等を行えるよう適度な林内照度を維持するため、間伐、除伐

等の保育を積極的に実施する。

(2) 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する指針

森林保健施設は、自然環境の保全、国土の保全及び文化財の保護に配慮するとともに、

地域の実状、利用者の意向等を踏まえて整備する。

施設の総量規制及び技術的基準は「森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則

（平成２年４月27日農林水産省令第18号）」によることとする。また、施設に係る建築物

の高さは、対象森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高（その立木が標準伐期齢に達し

たときに期待される樹高）未満とし、期待平均樹高は市町村森林整備計画において定める。
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第６ 計画量等

１ 伐採立木材積

２ 間伐面積

３ 人工造林及び天然更新別の造林面積

総  数 針葉樹 広葉樹 総  数 針葉樹 広葉樹 総  数 針葉樹 広葉樹

2,619 2,244 375 1,829 1,454 375 790 790 -

1,513 1,293 220 1,058 838 220 455 455 -

総 数

前半５か年の計画量

区　　　分
総　　　　数 主　　　　伐 間　　　　伐

間伐面積

12,600

7,300

区　　　分

総 数

前半５か年の計画量

天　然　更　新

総 数 6,704 2,437

前半５か年の計画量 3,702 1,428

区　　　分 人　工　造　林
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４ 林道の開設又は拡張に関する計画

(1) 林道の開設

(単位 延長：㎞，面積：ha）

〃

〃

701.4明 光 沢 線4

梅 木 平 線2 522.0

黒 松 線1

2

1

98

谷 山 ・ 四 方 峠 線

1.6

4.0

1.1

自動車道 0.5

7

6

5

4

3

火 ノ 塚 線

小 屋 沢 線

湯 沢 先 線

末 沢 線

276

3.4

0.8

1.0

1.7

125

50

70

169

50

1,100

〃

〃

〃

〃

〃

鷹 の 巣 線

安 達 線

自動車道

8　路線

2.0

0.9

2756.8

0.4

0.5

0.6

0.1

猪 倉 線

葉 坂 ・ 村 田 線

35

21

24

41

26

46

60

22

二 五 田 線

上 川 名 線

丸 山 線

羽 山 線

真 音 線

東 山 線

1.5

0.8

8

7

6

5

4

3

〃

自動車道

2

1

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

1,34511.64　路線計

600.8沢 戸 線4

1212.2二 流 線

自動車道 1,0527.8谷 山 ・ 四 方 峠 線1

410.5水 上 線

2

1120.8鴇 沢 線3

自動車道

2

〃

〃

1,1419.42　路線計

〃

8.9茂 庭 道 線1

1502.42　路線

300.7谷 山 ・ 四 方 峠 線1

120小 野 入 線2

4　路線

360

1.7

2,51028.9

1,92023.9雨 塚 山 線1自動車道

1251.5砂 押 山 線2〃

2.5塩 ノ 倉 線3〃

1051.0毛 無 山 線4

自動車道

32　路線 79.8 7,745

7　路線 13.6 1,840

187

5　路線

〃

計

事務所 市 町 村 種　類
番

号
区分

計画区総数

大
　
河
　
原
　
地
　
方
　
振
　
興
　
事
　
務
　
所
　
管
　
内

白 石 市

村 田 町

計

自動車道

路　線　名

及び路線数
延　長 利用区域面積

前半５か年の計

画箇所
備　　考

48　路線

蔵 王 町

七 ヶ 宿 町

柴 田 町

計

〃

1,100

川 崎 町

計

合  計 自動車道

丸 森 町
〃

〃

〃 5

計

明 光 沢 ２ 号 線 771.7

7.1 484

113.3 9,548

3 大 山 線 1.5
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(単位 延長：㎞，面積：ha）

計 1944.44　路線

〃

310.7真 庭 線1自動車道

3〃

270.5山 寺 南 線2

山 寺 線4〃

541.6上 鷲 足 線

291.0中 沢 線1

〃 2

2275.6

計

自動車道

731.6一 の 坂 線

西 大 森 線1

291.01　路線

其 木 原 線

自動車道

3〃

（太白区）

3　路線

1122.2

47

（　〃　）

舘 山 那 智 ヶ 丘 線

2 赤 原 線 1.4 36

1

6

841.6

2.02　路線

〃

（青葉区）

中 身 山 線5

4.0青 下 線2

（泉区）○2824.0七ツ森湖～ 泉ケ岳線

2834.5愛 宕 山 線4

（太白区）1413.2亀 ヶ 森 線1自動車道

（泉区）1423.2菅 の 崎 線3

備　　考事務所 市 町 村 種　類 区分
番

号

路　線　名

及び路線数
延　長

名 取 市

利用区域面積
前半５か年の計

画箇所

374

計 6　路線

亘 理 町

山 元 町

仙
　
台
　
地
　
方
　
振
　
興

　
事
　
務
　
所
　
管
　
内

合  計

821.6

仙　台　市

〃

〃

〃

〃

自動車道

〃

自動車道

110.6

岩 沼 市

計

421.8

20.5 1,306

16　路線 33.5 1,803
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(2) 林道の拡張

(単位 延長：㎞、面積：ha）

55　路線 64

   〃

幅員拡張

593

79

47

104

56

3　路線

4　路線

3　路線

143

274

-

1

1

2.2

1.8

2.4

2.3

-

-

-

-

-

市 子 沢 線

後 川 平 線

源 太 郎 線

北 山 線

大 山 線

〃

245

自動車道

7

6

5

4

3

2

大 谷 地 線

〃 2 砂 見 沢 線 6 0.5

1 北 沢 線 3 6.5

幅員拡張

219

○ 法面・排水

計 3　路線 2 6.8

法面・排水

〃 3 二 五 田 線 1 0.9 35

46

〃 2 雨 乞 線 1 4.0 138

自動車道 1 東 山 線 - 1.9

   〃

計 2　路線 2 - 249

171 幅員拡張

〃 2 真 音 線 1 - 78

自動車道 1 カ ケ ス ト ヤ 支 線 1 -

橋梁補修

計 4 1.6 896

〃 4 白 水 沢 線 1 -

〃 2 愛 宕 山 線 - 1.0

若 林 線 3 - 法面529

10 7.0 995

2.2

3 大 谷 地 線 - 0.6 247

○    〃

84

36

三 沢 線 4

1.0 1,145

6.0

82

7　路線 21計 15.7

〃 2 東 根 ・ 塩 沢 線

橋梁補修

- 1.9 35

○

 〃

〃 7 黒 森 線 1 - 508

〃 6 大 清 水 線 3 2.4 117

法面・排水・橋梁補修

〃 5 小 奥 線 2 1.5 35

排水

〃

 〃

〃 2 新 町 線 2 2.0

3 6

〃

〃

〃

〃

〃

計

法面・排水

〃 3 横 柴 支 線 -

42

　　〃

入 山 線

改　良

箇所数

舗　装

延　長
利用区域面積

12.9 1,365

備　　考

312

番

号

路　線　名

及び路線数

前半５か年の計

画箇所

90.9

事務所 市 町 村 種　類 区分

計画区総数 自動車道

自動車道 1 樋 の 塚 線 3 2.8 116

大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
管
内

白 石 市

自動車道 1 青 麻 山 線 -

七 ヶ 宿 町

川 崎 町

〃

村 田 町

柴 田 町

計 -

〃

17.0

蔵王町

自動車道 1

丸森町

自動車道 1 鷲 の 平 線 1 - 530

〃 8 川 平 線 1 2.0 215 ○

橋梁補修157-

14,198

2,275

幅員拡張・舗装

幅員拡張・橋梁補修

1三 沢 線3〃

○

○

1,482

4
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(単位 延長：㎞、面積：ha）

9,114

16 26.1 5,084

10.0 ○ 局部・法面・橋梁

利 府 町

合  計 自動車道 13　路線

計

仙
台
地
方
振
興
事
務
所
管
内

自動車道 1

○ 橋梁補修・法面

計 11 20.1 4,683

〃

2,734

熊 沢 線 785

二 口 線 3

名 取 市

〃

〃

〃

〃

仙台市

〃

岩 沼 市

64.8合  計 自動車道

〃

2 5.7

3.5 237

計 9 16.7 2,998

4610

大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
管
内

丸森町

〃 9 小 塚 線 -

〃

〃

〃

〃

舗　装

延　長
利用区域面積

14

北 沢 線

北 沢 ２ 号 線 -

前半５か年の計

画箇所
備　　考事務所 市 町 村 種　類 区分

番

号

路　線　名

及び路線数

改　良

箇所数

20　路線

0.5

〃 幅員拡張

〃 1

1 -

   〃

〃

〃

13

12

11

銅 谷 線

ツ ボ ケ 線

大 高 丸 線

〃

〃

〃

東 山 線

20

19

18

17

16

15

-

-

1

1

1

上 滝 線

近 辺 線

斎 川 線

相 の 山 線

西 畑 線

○

-

- -

-

-

1.6

0.3

-

-

77

87

266

151

80

34

357

75

103

○

○

○

幅員拡張・橋梁補修

   〃

   〃

橋梁補修

橋梁補修

橋梁補修

橋梁補修

37

○0.1

-

-

8

7

6

5

4

3

2

田 子 線

芦 見 ２ 号 線

八 ツ 森 線

中 崎 線

鐶 掛 線

太 刀 切 定 義 線

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

4.4

99

48

37

307

352

321

○

○

○

○

○

 　 〃

 　 〃

 　 〃

橋梁補修

橋梁

 　 〃

橋梁

1　路線 1 2.5 58

1 樽 水 線 1

〃 3

58自動車道 2.5

1

1

8　路線

計

自動車道

〃

1.2

121

57

151

2

1

大 師 ２ 号 線

大 師 １ 号 線

田 中 線

1

3.5 329

 〃

局部

幅員・橋梁

0.9

1.4

自動車道 1 内 の 目 線 1 ○14 橋梁補修

計 1　路線 1 - 14

42　路線 48

-

3　路線 3
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５ 保安林の整備及び治山事業に関する計画

(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等

イ 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

（単位 面積：ha）

うち前半５年分

期首面積

22,475 22,060 21,625

期首面積

18,331 18,081 17,816

期首面積

3,756 3,591 3,420

期首面積

1,463 1,463 1,464

*2 災害防備のための保安林：ロでは｢土砂流出防備保安林｣、｢土砂崩壊防備保安林｣、｢飛砂防備保安林」、

　　　　　　　　　　　　｢潮害防備保安林｣が該当する

*3 保健、風致の保存等のための保安林：ロでは｢保健保安林｣、｢風致保安林｣が該当する

保安林の種類 面　　　積 備　　考

計画区総数（実数）

内
　
　
訳

水源涵
かん

養のための保安林*1

災害防備のための保安林*2

保健、風致の保存等のための保安林*3

（注）２以上の目的を達成するために指定された保安林があるため、水源涵養
かん

のための保安林等の内訳の合計

    と一致しない。

（注）各計画期末面積は、期首面積を基準として、ロに記載の指定・解除を実行した面積である。

*1 水源涵養
かん

のための保安林：ロでは｢水源かん養保安林｣が該当する
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ロ 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

（単位 面積：ha）

区 域 うち前半５年分

852 473

141 72
7 4
14 7

113 58
9 4
70 36
77 40

431 221
84 44
84 84

515 305

41 20

8 4

221 110

270 134

8 4

3 2

2 1

2 1

2 1

17 9

287 143
7 3
1 1
36 18
44 22
2 1
1 1
1 0
1 1
1 0
6 3

50 25

2.28 2.28

0.75 0.75

0.75 0.75

0.75 0.75

0.72 0.72

0.72 0.72

0.72 0.72

0.02 0.02

0.05 0.05

0.07 0.07

0.07 0.07

0.01 0.01

0.03 0.03

0.43 0.43

0.18 0.18

0.09 0.09

0.74 0.74

0.74 0.74

指定

解除

別

種　類
森林の所在

面  積
指定又は解除

を必要とする

理　　　　由

備考
市 町 村

水源の涵養
　　　　 かん

角 田 市
蔵 王 町
七 ヶ 宿 町
村 田 町
川 崎 町
丸 森 町
大河原地方振興事務所管内  計
仙 台 市
仙台地方振興事務所管内  計

指
　
定

計 画 区  　総  数 （指　定）

水源かん養
保安林

白 石 市

山 元 町

利 府 町

仙台地方振興事務所管内  計

合　計

名 取 市
亘 理 町
山 元 町

土砂の流出の
防備

川 崎 町

丸 森 町

大河原地方振興事務所管内  計

仙 台 市

名 取 市

亘 理 町

利 府 町
仙台地方振興事務所管内  計

合　計

土砂崩壊防備
保安林

白 石 市

土砂流出防備
保安林

白 石 市

合　計

土砂の崩壊の

防備

川 崎 町
丸 森 町
大河原地方振興事務所管内  計
仙 台 市

解
　
除

計 画 区  　総  数 （解　除）

飛砂防備
保安林

山 元 町

指定理由の消滅

仙台地方振興事務所管内  計

合　計

潮害防備
保安林

山 元 町

仙台地方振興事務所管内  計

合　計

保健
保安林

仙 台 市

利 府 町

仙台地方振興事務所管内  計

合　計

仙 台 市

風致
保安林

岩 沼 市

塩 竈 市

松 島 町

七 ヶ 浜 町

仙台地方振興事務所管内  計

合　計
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　　 イ　保安林

　　　 (ｲ)　水源かん養保安林

第７　その他必要な事項

　１　保安林その他法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

◎ 主 伐                                  
  １ 林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ、急傾斜

地、保安施設事業の施行地等の森林で土砂が崩壊し、又は流出す
るおそれがあると認められるもの及びその伐採跡地における成
林が困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、択伐

（その程度が特に著しいと認められるものにあっては、禁伐）。 
  ２ その他の森林にあっては、伐採種を定めない。 
  ３ 伐採できる立木の林齢は、市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。 
      ただし、指定施業要件により特例を設けたものについては、こ

の限りでない。 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ 間 伐 

 間伐できる箇所は、主伐に係る伐採の禁止を受けない森林にあっ

ては、原則として省令で定めるところにより算出される樹冠疎密度
が 10分の８以上の箇所とする。 
 主伐に係る伐採の禁止を受ける森林にあっては、原則として伐採

を禁止する。 

◎ 主 伐                                 
 １ 皆伐による場合                         

  (1)  伐採年度において皆伐による伐採をすることができる面積 
        同一の単位とする保安林の区域面積を、更新期待樹種の標準

伐期齢で除した面積とする。 

        ただし、前伐採年度の当該地域の伐採につき許可された面積
が前記の面積に達しない場合には、その達するまでの面積を加
えて得た面積とする。                                      

   (2) 伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる、１箇所
当たりの面積の限度 

        20ha以下とする。 

 ２ 択伐による場合 
      伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積

は、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積に択伐率

（当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回
の択伐を終えた時の当該森林の立木の材積を減じて得た材積を
当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して得

た割合をいい、その割合が 10 分の３を超えるときは、10 分の３
とする。）を乗じた材積とする。 

    植栽義務が定められている森林について伐採することができる

立木の材積は、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材
積に択伐率（当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積
から前回の択伐を終えた時の当該森林の立木の材積を減じて得

た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で
除して得た割合又は算式により算出された割合のいずれか小さ
い割合をいい、その割合が 10 分の４を超えるときは、10 分の４

とする。）を乗じた材積とする。 
ただし、指定後最初に行う択伐の択伐率は、指定施業要件を定
める者が必要に応じて定める係数を、10分の３（植栽義務が定め

られている森林については 10分の４）に乗じて算出する。 
  
◎ 間 伐  

  伐採年度ごとに間伐をすることができる立木の材積は当該年度の
初日における森林の立木の材積の 10分の２又は 10分の 3.5を超え
ず、かつ、伐採後おおむね５年以内において樹冠疎密度が 10分の８

以上に回復することが確実であると認められる範囲内の材積とする。 
     
◎ 植 栽 

１ 方 法 
    満１年以上の苗を、おおむね１ha当たり省令で定める植栽本数

以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。 

 ２ 期 間 
   伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算

して、２年以内に植栽するものとする。 

 ３ 樹 種 
   保安林機能の維持又は強化を図り、かつ、経済的利用に資する

ことができる樹種として、指定施業要件を定める者が指定する樹

種を植栽する。 
    
   

◎ 間 伐

伐採年度ごとに間伐をすることができる立木の材積は当該年度の初日におけ

る森林の立木の材積の10分の２又は10分の3.5を超えず，かつ，伐採後おおむ

ね５年後において樹冠疎密度が10分の８以上に回復することが確実であると認

められる範囲内の材積とする。
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　　　 (ﾛ)　土砂流出防備保安林

　　　 (ﾊ)　土砂崩壊防備保安林

　　　 (ﾆ)　飛砂防備保安林

　　　 (ﾎ)　防風保安林

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

◎ 主 伐                                  
  １ 保安施設事業の施行地の森林で、地盤が安定していないもの、そ

の他伐採すれば著しく土砂が流出するおそれがあると認められる森
林にあっては、禁伐 

  ２ 地盤が比較的安定している森林にあっては、伐採種を定めない 
３ その他の森林にあっては、択伐 
４ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 

 
 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                 
 １ 皆伐による場合 

  (1) 伐採年度において皆伐による伐採をすることができる面積 
    水源かん養保安林と同様 
   (2) 伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる、１箇所当たり

の面積 
    10ha 以下とする。 
 ２ 択伐による場合 

   水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 

  水源かん養保安林と同様 

◎ 主 伐                                  
  １ 林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が著

しく困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐 
 ２ その地表が、比較的安定している森林にあっては、伐採種を定め

ない。 
  ３ その他の森林にあっては、択伐 
 ４ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                 
  水源かん養保安林と同様 

 
 
 

 
 
 

 
 
◎ 間 伐 

 水源かん養保安林と同様 

◎ 主 伐                                  
  １ 林帯の幅が狭小な森林（その幅がおおむね 20 メートル未満のも

のをいうものとする。）その他林況が粗悪な森林及び伐採すれば
その伐採跡地における成林が困難になるおそれがあると認めら
れる森林にあっては、択伐（その程度が特に著しいと認められる

もの（林帯については、その幅がおおむね 10 メートル未満のも
のをいうものとする。）にあっては、禁伐） 

  ２ その他の森林にあっては、伐採種を定めない。 
 ３ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
  １ 保安施設事業の施行地の森林で、地盤が安定していないもの、そ

の他伐採すれば著しく土砂が流出するおそれがあると認められる
森林にあっては、禁伐 

 ２ その他の森林にあっては、択伐 
 ３ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                 
  択伐による伐採の限度は、水源かん養保安林と同様 

 
 
 

 
 
◎ 間 伐 

  水源かん養保安林と同様 

◎ 主 伐                                 
  土砂流出防備保安林と同様 

 
 
 

 
 
 

◎ 間 伐 
 水源かん養保安林と同様 

◎ 主 伐

１ 皆伐による場合

(1)，(2)は水源かん養保安林と同様

(3) 原則としてその保安林のうち、その立木の全部又は相当部分が

おおむね標準伐期齢以上である部分が、幅20メートル以上にわた

り帯状に残存することとなるようにするもの。

２ 択伐による場合

水源かん養保安林と同様
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　　　 (ﾍ)　水害防備保安林

　　　 (ﾄ)　潮害防備保安林

　　　 (ﾁ)　干害防備保安林

　　　 (ﾘ)　なだれ防止保安林

　　　 (ﾇ)　落石防止保安林

　　　 (ﾙ)　防火保安林

◎　禁伐

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法
伐　　　採　　　方　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法

◎ 主 伐                                  
  １ 林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が

著しく困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、禁
伐 

  ２ その他の森林にあっては、択伐 
 ３ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                 
  択伐による伐採の限度は、水源かん養保安林と同様 

 
 
 

 
◎ 間伐 

 水源かん養保安林と同様 

◎ 主 伐                                  
   水害防備保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
  １ 緩傾斜地の森林その他なだれ又は落石による被害を生ずるおそ

れが比較的少ないと認められる森林にあっては、択伐 
  ２ その他の森林にあっては、禁伐 
 ３ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
   択伐による伐採の限度は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
  １ 林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ、急傾斜地

等の森林で土砂が流出するおそれがあると認められるもの及び用
水源の保全又はその伐採跡利における成林が困難になるおそれが
あると認められる森林にあっては、択伐（その程度が特に著しいと

認められるものにあっては、禁伐） 
  ２ その他の森林にあっては、伐採種を定めない。 
 ３ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
   土砂流出防備保安林と同様 
 
 
 
 
 
 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
   なだれ防止保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
   択伐による伐採の限度は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                 
  択伐による伐採の限度は、水源かん養保安林と同様 

 
 
 

 
◎ 間伐 

 水源かん養保安林と同様 
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　　　 (ｦ)　魚つき保安林

　　　 (ﾜ)　航行目標保安林

　　　 (ｶ)　保健保安林

　　　 (ﾖ)　風致保安林

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

そ　　　　の　　　　他伐　　　採　　　方　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

◎ 主 伐                                  
  １ 伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれ

があると認められる森林にあっては、禁伐 
  ２ 魚つきの目的に係る海岸、湖沼等に面しない森林にあっては、伐

採種を定めない。 
 ３ その他の森林にあっては、択伐 
 ４ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                 
  択伐による伐採の限度は、水源かん養保安林と同様 

 
 
 

 
◎ 間 伐 

 水源かん養保安林と同様 

◎ 主 伐                                  
   水源かん養保安林と同様 
 
 
 
 
 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
  １ 伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれ

があると認められる森林にあっては、禁伐 
  ２ その他の森林にあっては、択伐 
 ３ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
  １ 伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそ

れがあると認められる森林にあっては、禁伐 
  ２ 地域の景観の維持を主たる目的とする森林のうち、主要な利用施

設又は眺望点からの視界外にあるものにあっては、伐採種を定め

ない。 
 ３ その他の森林にあっては、択伐 
 ４ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
   土砂流出防備保安林と同様 
 
 
 
 
 
 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
  １ 風致の保存のため、特に必要があると認められる森林にあって

は、禁伐 
  ２ その他の森林にあっては、択伐 
 ３ 伐採できる立木の林齢は、水源かん養保安林と同様 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
 

◎ 主 伐                                  
   択伐による伐採の限度は、水源かん養保安林と同様 
 
 
 
 
◎ 間 伐 
    水源かん養保安林と同様 
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　　 ロ　保安施設地区

　　 ハ　砂防指定地

　　 ニ　国立公園

　　　 (ｲ)　特別保護地区

　　　 (ﾛ)　第一種特別地域

　　　 (ﾊ)　第二種特別地域

　　　 (ﾆ)　第三種特別地域

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

そ　　　　の　　　　他

◎ 主 伐                                 
  土砂流出防備保安林と同様 

 砂防指定地等管理条例（平成 15年宮城県規則第 42号）第 5条による。 
 

◎ 主 伐                                  
  １ 立木を伐採しても保安施設地区の指定目的の達成に支障がないと

認められる場合には、択伐又は伐採種を定めない。 
  ２ その他の森林にあっては、禁伐 
 
 

 第一種特別地域における森林施業については、以下の各号に定める要
件に該当しないものは、伐採できない。 
１ 単木択伐法によるものであること。 
２ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、当該
区分の現在蓄積の 10パーセント以内にあること。 
３ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、市町村森林整備計画で定める
標準伐期齢に見合う年齢に 10年を加えたもの以上であること。 

 ただし、学術研究、その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日
常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除・防災・風致

維持その他森林の管理として行われるもの又は測量のため行われるものは
この限りでない。 

 第二種特別地域における森林施業については、以下に掲げる伐採方法の区
別に従い、以下の各号に定める要件に該当しないものは伐採できない。 

１ 択伐法 
 ア 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林

にあっては当該区分の現在蓄積の 30％以下、薪炭林にあっては当該区

分の現在蓄積の 60％以下であること。 
イ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、市町村森林整備計画で定める標
準伐期齢に見合う年齢以上であること。 

 ウ 公園計画に基づく、車道、歩道、集団施設地区、単独施設の周辺にお
いては、単木択伐法によるものであること。 

２ 皆伐法 

 ア 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、市町村森林整備計画で定める標
準伐期齢に見合う年齢以上であること。 

 イ １伐区の面積が２ha以内であること。ただし、粗密度３より多く保存

木を残すもの又は、伐区が車道、歩道、集団施設地区、単独施設等の主
要公園利用地点から望見されない場合はこの限りでない。 

 ウ 当該伐区が皆伐法による伐採が行われた後、更新して５年を経過して

いない伐区に隣接していないこと。 
 

 ただし、学術研究、その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日
常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除・防災・風致

維持その他森林の管理として行われるもの又は測量のため行われるもの
はこの限りでない。 
 
 第二種特別地域の施業については、原則として択伐法によることとし、
皆伐法をとることができるのは、当該行為が風致の維持上支障のない場合
に限る。 

 第三種特別地域における森林施業については、特に伐採要件は定めない。  全般的な風致の維持を考慮して、施業を実施する。 

 特別保護地区においては禁伐とする。  ただし、学術研究、その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日
常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除・防災・風致

維持その他森林の管理として行われるもの又は測量のため行われるものは
この限りでない。 
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　　 ホ　国定公園  

　　　 (ｲ)　特別保護地区

　　　 (ﾛ)　第一種特別地域

　　　 (ﾊ)　第二種特別地域

　　　 (ﾆ)　第三種特別地域

　　 ヘ　県立自然公園

　　　 (ｲ)　第一種特別地域

そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法
伐　　　採　　　方　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

 特別保護地区においては禁伐とする。  ただし、学術研究、その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日
常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除・防災・風致

維持その他森林の管理として行われるもの又は測量のため行われるものは
この限りでない。 

 第三種特別地域における森林施業については、特に伐採要件は定めない。 

 ただし、学術研究、その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日
常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除・防災・風致

維持その他森林の管理として行われるもの又は測量のため行われるもの
はこの限りでない。 
 
 第二種特別地域の施業については、原則として択伐法によることとし、
皆伐法をとることができるのは、当該行為が風致の維持上支障のない場合
に限る。 

 ただし、学術研究、その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常
生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除・防災・風致維持

その他森林の管理として行われるもの又は測量のため行われるものはこの
限りでない。 

 全般的な風致の維持を考慮して、施業を実施する。 

 ただし、学術研究、その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日
常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除・防災・風致

維持その他森林の管理として行われるもの又は測量のため行われるものは
この限りでない。 

 第一種特別地域における森林施業については、以下の各号に定める要
件に該当しないものは、伐採できない。 
１ 単木択伐法によるものであること。 
２ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、当該
区分の現在蓄積の 10パーセント以内にあること。 
３ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、市町村森林整備計画で定める
標準伐期齢に見合う年齢に 10年を加えたもの以上であること。 

 第一種特別地域における森林施業については、以下の各号に定める要
件に該当しないものは、伐採できない。 
１ 単木択伐法によるものであること。 
２ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、当該
区分の現在蓄積の 10パーセント以内にあること。 
３ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、市町村森林整備計画で定める
標準伐期齢に見合う年齢に 10年を加えたもの以上であること。 

 第二種特別地域における森林施業については、以下に掲げる伐採方法の区
別に従い、以下の各号に定める要件に該当しないものは伐採できない。 

１ 択伐法 
 ア 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林

にあっては当該区分の現在蓄積の 30％以下、薪炭林にあっては当該区

分の現在蓄積の 60％以下であること。 
イ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、市町村森林整備計画で定める標
準伐期齢に見合う年齢以上であること。 

 ウ 公園計画に基づく、車道、歩道、集団施設地区、単独施設の周辺にお
いては、単木択伐法によるものであること。 

２ 皆伐法 

 ア 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、市町村森林整備計画で定める標
準伐期齢に見合う年齢以上であること。 

 イ １伐区の面積が２ha以内であること。ただし、粗密度３より多く保存

木を残すもの又は、伐区が車道、歩道、集団施設地区、単独施設等の主
要公園利用地点から望見されない場合はこの限りでない。 

 ウ 当該伐区が皆伐法による伐採が行われた後、更新して５年を経過して

いない伐区に隣接していないこと。 
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　　　 (ﾛ)　第ニ種特別地域

　　　 (ﾊ)　第三種特別地域

　　 ト　県自然環境保全地域特別地区

　　 チ　鳥獣保護区特別保護地区

　　 リ　都市計画区域風致地区

　　 ヌ　史跡名勝天然記念物

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

そ　　　　の　　　　他伐　　　採　　　方　　　法

そ　　　　の　　　　他

伐　　　採　　　方　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

そ　　　　の　　　　他

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法
伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

 木竹の伐採は、下記の場合を除き、大臣又は知事の許可を要する。 
 
（許可不要の場合） 
・単木択伐 
・木竹の本数において 20％以下の間伐 
・保育のための下刈り若しくは除伐 

 風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和 45 年宮城県条例第
15号）第２条による。 

 自然環境保全条例（昭和 47年宮城県条例第 25号）第 18条による。 

 ただし、学術研究、その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日
常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除・防災・風致

維持その他森林の管理として行われるもの又は測量のため行われるものは
この限りでない。 
 
 第二種特別地域の施業については、原則として択伐法によることとし、
皆伐法をとることができるのは、当該行為が風致の維持上支障のない場合
に限る。 

 第三種特別地域における森林施業については、特に伐採要件は定めない。  全般的な風致の維持を考慮して、施業を実施する。 

 第二種特別地域における森林施業については、以下に掲げる伐採方法の区
別に従い、以下の各号に定める要件に該当しないものは伐採できない。 

１ 択伐法 
 ア 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林

にあっては当該区分の現在蓄積の 30％以下、薪炭林にあっては当該区

分の現在蓄積の 60％以下であること。 
イ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、市町村森林整備計画で定める標
準伐期齢に見合う年齢以上であること。 

 ウ 公園計画に基づく、車道、歩道、集団施設地区、単独施設の周辺にお
いては、単木択伐法によるものであること。 

２ 皆伐法 

 ア 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が、市町村森林整備計画で定める標
準伐期齢に見合う年齢以上であること。 

 イ １伐区の面積が２ha以内であること。ただし、粗密度３より多く保存

木を残すもの又は、伐区が車道、歩道、集団施設地区、単独施設等の主
要公園利用地点から望見されない場合はこの限りでない。 

 ウ 当該伐区が皆伐法による伐採が行われた後、更新して５年を経過して

いない伐区に隣接していないこと。 
 

文化財保護法第125条及び文化財保護条例（昭和50年宮城県条例第49号）

第36条による。
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　　 ル　急傾斜地崩壊危険区域

施　　　　　業　　　　　方　　　　　法

伐　　　採　　　方　　　法 そ　　　　の　　　　他

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44年法律第 57号）
第７条による。 
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